
高浜市第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画 概要 

１ 障がい福祉計画・障がい児福祉計画とは 
○ 障害者総合支援法第 88 条に規定する市町村障害福祉計画と児童福祉法第 33 条の 20 に規定する市町村障

害児福祉計画を一体化した計画 
○ 計画は「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」に基づいて定

める。 
○ 計画期間︓3 か年 令和６年度から令和８年度まで 

 

２ 基本指針の柱立てについて 
令和６年度〜令和８年度 ※参考 第６期・第２期（令和３年度〜令和５年度） 

① 福祉施設の入所者の地域生活への移行 
② 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 
③ 地域生活支援の充実【拡充】 
④ 福祉施設から一般就労への移行等 
⑤ 障がい児支援の提供体制の整備等 
⑥ 相談支援体制の充実・強化等【拡充】 
⑦ 障害福祉サービス等の質の向上 

① 福祉施設の入所者の地域生活への移行 
② 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構

築 
③ 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 
④ 福祉施設から一般就労への移行等 
⑤ 障がい児支援の提供体制の整備等 
⑥ 相談支援体制の充実・強化 
⑦ 障害福祉サービス等の質の向上 

 

３ 高浜市第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画における基本指針に定める主な目標 
区  分 目標値 考え方等 

①福祉施設の入所
者の地域生活への
移行 

地域生活移行者数 ２人 ４年度末の施設入所者17人の
11.8％ 

②精神障がいにも対
応した地域包括ケ
アシステムの構築 

協議の場（開催回数等） １ 地域自立支援協議会の活用 

③地域生活支援の
充実 

拠点の整備 面的整備 市単独での整備 
機能充実 1 回/年 運用状況の検証及び検討 

④福祉施設から一般
就労への移行等 

福祉施設から一般就労への移行 7 人 ４年度実績（4人）の1.75倍 
就労移行支援事業から一般就労への移行 ４人 ４年度末（4 人）の 1.33 倍 
A 型から一般就労への移行 1 人 ４年度末（0 人） 
B 型から一般就労への移行 ２人 ４年度末（2 人）の 2 倍 
就労移行から一般就労後、就労定着を利用 6 人 ４年度末（4 人）の 1.5 倍 

⑤障がい児支援の提
供体制の整備等 

児童発達支援センターの設置 1 カ所 圏域内の市と連携もしくは市単
独で設置 

主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援
事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 各1 カ所 既存の事業所で対応 

⑥相談支援体制の
充実強化 

基幹相談支援センターの設置 有  
地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門
的な指導・助言件数 12 回  
地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数 12 回  
地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数 12 回  
個別事例の支援内容の検証の実施回数 12 回  
主任相談支援専門員の配置数 １人  
協議会における事例検討 10 回  
協議会の専門部会 4 部会  

⑦福祉サービス等の
質の向上 

県実施の研修への市職員の参加人数 1 人  
障害者自立支援審査支払等システムによる審査結
果の共有 12 回  
県指導監査結果の共有体制 有  
県指導監査結果の共有回数 2 回  
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４・各種サービス見込量 
 

(1)障害福祉サービス 
（月あたりの見込量）       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(2)障害児通所支援 

（月あたりの見込量）        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3年度 R4年度 R5年度
児童発達支援 570人日(45人) 633人日(50人) 696人日(55人)
放課後等デイサービス 2,459人日(197人) 2,758人日(221人) 3,058人日(245人)
保育所等訪問支援 275人日(22人) 300人日(24人) 325人日(26人)
居宅型児童発達支援 0人日(0人) 0人日(0人) 10人日(1人)
障害児相談支援 50人 55人 60人
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